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資料５ 
 

経営事項審査の見直しについて 
 
 
（論点）経営事項審査制度については客観的数値を用いた全国共通の尺度で

あること等を踏まえつつ、建設業者の経営の実態をより正確に表すた

め、どのような改善が必要か。また、厳しい建設業の現状、建設業者

が地域や社会で果たすべき役割等を踏まえ、建設業の健全な発展を促

進する観点から見直すべき点は何か。 
 
【経営事項審査制度の性格】 
公共工事における企業評価については、各発注者が建設業者の経営状況や

施工能力に関する客観的事項及び主観的事項について審査した結果に基づい

て、必要に応じ等級に区分しており、そのうち客観的事項については経営規

模、経営状況、技術力、社会性等の項目ごとに評点化を行う経営事項審査の

結果が各発注者において活用されていることから、経営事項審査は建設業者

の企業評価の指標として重視され、その結果は入札参加に大きな影響を与え

ている。 
 
○ 平成６年に現行の経営事項審査制度となって以降、平成１０年に各指標

の評点幅、技術職員評価等の改正、平成１１年にＹ指標（経営状況）の

改正、平成１４年にＸ１指標（完成工事高）の評点テーブルの改正、平

成１５年に同指標の線形式化に係る改正が行われているが、その後も見

直しを求める様々な意見がある。 
 
○ 経営事項審査の内容は、建設業を取り巻く経済社会情勢の変化に対応し

て、建設業者の実態や経営環境の変化を的確に反映した企業評価となる

よう適時適切に見直しを行っていくことが必要である。経営事項審査に

ついては、次のような意見が出されているが、これをどう考えるか。 
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・建設投資の減少の状況等を踏まえ、完工高に関する評価方法を見直      

すべきではないか。 
・完工高について、当該事業者の性格や能力の適確な把握が可能となる

よう、その内訳等の参考情報を付すこととしてはどうか。 
  ・平成１１年のＹ指標（経営状況）の改正は、大手ゼネコンの相次ぐ破   

綻等を背景に、有利子負債や不良資産の反映等の観点から行ったもの

であるが、固定資産の評価に偏重しているのではないか。 
・固定資産を多く保有するとマイナス評価されるといった構造を是正す

べきではないか。特に、建設機械等建設業の営業に必要な資産につい

ては、経審の審査上、固定資産から除外すべきではないか。 
・有利子負債が多いとマイナス評価されるが、新分野進出等のために必

要な借入金については、除外すべきではないか。 
・建設業者は、自らの負担も伴いながら、地域や社会において災害時の

対応などの責任を果たしているが、企業の社会的貢献（ＣＳＲ：

Corporate Social Responsibility）について注目が高まる中、建設業者

が果たすべき社会的責任を的確に反映する観点から、Ｗ指標（社会性）

のあり方を検討すべきではないか。 
・公認会計士の監査を受けた企業については加点するなど、経理の能

力・体制を整える企業について加点評価すべきではないか。 
・ＩＳＯの導入に取り組む企業について加点措置すべきではないか。 
・コンプライアンス向上の観点から、違法行為、不正行為等を行った建

設業者について、マイナス評価をすべきではないか。 
 
○評点の水増しを図るための虚偽申請が少なくないとの指摘もある中、虚

偽を行いにくい制度設計の観点から、評価項目や審査手法等について見

直しを検討すべきではないか。 
 










